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（
九
） 

      
 
 
 

文
久
四
子
年 

 
 
 
  

   
 

御
滞
京
中
御
出
馬
御
行
列
帳 

   
 
 
 
 
 

正 

月 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

阿
部
家
文
書
第
２
５ 

 
 

 

（
解
題
）保
申
は
帰
郡
後
も
京
都
南
部
の
要
衝
で
あ
る
山
崎
辺
警
衛
を
始
め
、
八
月

十
八
日
に
二
条
城
警
衛
、
同
廿
一
日
天
誅
組
の
五
条
陣
屋
襲
撃
に
伴
う
鎮
圧

命
令
、
廿
六
日
に
高
取
城
救
援
命
令
、
以
後
も
吉
野
・
紀
州
追
討
命
令
に
よ

り
彦
根
・
津
藩
等
と
共
に
連
戦
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
多

く
の
史
料
が
発
刊
さ
れ
て
い
る（
軍
夫
徴
発
に
よ
る
領
民
の
苦
難
に
つ
い
て
は

、
さ
る
ク
ラ
ブ
発
刊
の
「
幕
末
大
庄
屋
記
録
」
に
も
記
録
あ
り
）
が
、
本
件
は

お
そ
ら
く
文
久
四
（
１
８
６
４
）
年
正
月
の
保
申
上
洛
当
時
の
京
都
に
お
け
る

市
中
行
列
立
と
い
う
珍
し
い
も
の
で
、
そ
の
警
備
の
厳
重
さ
を
物
語
る
も
の

で
も
あ
り
特
に
収
録
し
た
。 

文
久
四
（
１
８
６
４
）
年
（
元
治
元
年
）
、
元
治
二
（
１
８
６
５
）
年
（
慶

應
元
年
）
以
降
に
お
け
る
蛤
御
門
の
変
や
、
天
保
山
・
兵
庫
警
衛
さ
ら
に
は

助
郷
問
題
等
に
お
け
る
領
民
の
苦
難
や
対
応
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
「
幕
末

大
庄
屋
記
録
（
続
）」
や
「
幕
末
庄
屋
記
録
」
で
、
そ
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が

出
来
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
通
り
維
新
前
後
の
郡
山
藩
状
況
に
絞
っ
て
み
た

い
と
思
う
。 
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１ 

 
 
 
 
 
 

文
久
四
子
年 

 
 
 
 
 

御
滞
京
中
御
出
馬
御
行
列
帳 

 

正
月 

 

阿
部 

 
 
 
 
 
 

 

（
注
）
本
文
書
は
文
久
三
（
１
８
６
３
）
年
中
の
滞
京
出
馬
行
列
を
翌
年
正
月
に
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

文
久
三
年
は
、
三
月
に
五
月
攘
夷
期
限
を
前
に
し
て
の
将
軍
上
洛
、
四
月
に
真
華
院
帰
郡
が
あ
り
、
さ

ら
に
八
月
に
は
天
誅
組
の
変
が
勃
発
し
、
郡
山
藩
に
も
京
都
警
衛
や
五
条
出
兵
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
そ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
下
で
の
滞
京
出
馬
行
列
で
あ
り
、
家
老
・
年
寄
を
始
め
、
重
臣
総
動
員

の
形
態
を
採
る
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
。 

 

２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黄
羅
紗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 

若
党
鑓 

 
 
 
 
 

持
人 

 
 

下
座
見
一
人 

 

御
留
守
居
壱
騎 

 
 
御
纏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 

若
党 

 
 
 
 
 
 

弐
人 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
り
取 

   

（
注
）「
下
座
見
」
は
原
則
と
し
て
小
人
目
付
で
、
民
衆
に
対
す
る
警
蹕
（
先
払
）
役
で
あ
っ
た
。 

 

「
留
守
居
役
」
は
本
来
は
江
戸
藩
邸
の
責
任
者
で
、
幕
府
や
諸
侯
と
の
折
衝
に
当
た
る
外
交
責
任
者
で
あ

り
、「
大
目
付
」
「
郡
代
」「
町
奉
行
」「
御
持
頭
」
等
と
同
格
で
、
「
銀
馬
代
」
に
次
ぐ
「
独
礼
（
単
独

で
藩
主
に
対
面
で
き
る
）」
と
さ
れ
た
。
但
し
「
京
都
・
大
坂
御
留
守
居
」
は
、
こ
れ
よ
り
格
下
で
「
勘

定
奉
行
」「
御
目
付
」「
御
書
院
詰
」
等
と
同
格
の
「
家
老
支
配
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
幕
末
期
に
は
京
都

が
諸
外
交
の
舞
台
と
な
り
、
京
都
留
守
居
の
格
が
上
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
行
列
の
先
頭
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
藩
士
の
多
く
が
京
都
の
複
雑
な
情
勢
に
不
案
内
で
あ
り
、
不
要
な
ト
ラ
ブ
ル
を
惹

起
し
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
か
。 

３ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 

若
党 

鑓 
 

口
付 

 

若
党 

鑓 

同
心
壱
人 

 

御
使
番
壱
騎 

 
 

 

御
目
付
一
騎 

 

草
り
取 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 

草
り
取 

 
 

口
付 

 

小
人
目
付 

    

（
注
）「
御
使
番
」「
御
目
付
」
は
「
京
都
御
留
守
居
」「
勘
定
奉
行
」「
御
書
院
詰
（
本
文
書
の
著
者
で
御
簾

役
の
阿
部
軍
内
は
、
解
題
の
通
り
四
十
歳
代
で
「
御
書
院
詰
」
昇
格
を
果
た
し
て
い
る
）」
等
と
同
格

で
、
原
則
と
し
て
家
老
支
配
の
者
で
あ
る
。 
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４ 

            
 
 
 

拍
子
木
持
一
人 

 

口
付 

 

若
党 
鑓 
 
 

 

相
之
間 

使
同
心
一
人 

 
 
 

御
側
御
用
達
壱
騎 

 
 
 
 

相
之
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 

若
党 

草
り
取 

 

相
之
間 

    

（
注
）「
御
側
御
用
役
」
は
前
項
の
「
御
使
番
」
等
と
同
格
で
あ
る
が
、「
御
用
達
」
は
同
じ
く
「
御
留
守
居

役
」
と
同
格
の
独
礼
格
に
な
っ
て
い
る
の
で
紛
ら
わ
し
い
が
、
行
列
位
置
や
従
者
か
ら
見
て
前
者
で
あ

ろ
う
。 

     

５ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黄
羅
紗 

 
 
 

 

 
 

相
之
間 

 
 

相
之
間 

 

御
徒
目
付 

 
 
 

御
小
纏 

持
人 

 
 
 
 
 

相
之
間 

 

馬
醫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黄
羅
紗 

 
 
 

壱
人 

 
 

相
之
間 

 
 

相
之
間 

 

相
之
間
組
頭 

 
 
 

御
小
纏 

持
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手
代
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

壱
人 

 

（
注
）「
相
之
間
（
席
）
」
は
「
御
徒
目
付
・
勘
定
衆
・
御
徒
士
（
並
）」
等
と
共
に
分
限
帳
中
に
位
置
付
け

ら
れ
て
お
り
、
分
限
帳
上
（
御
目
見
）
に
位
置
付
ら
れ
た
者
よ
り
格
下
で
、
馬
醫
（
医
）・
針
医
・
歯

医
を
職
務
に
す
る
も
の
も
い
た
。
た
だ
行
列
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
「
相
之
間
」
は
、
そ
れ
自
体
が
一
種

の
職
種
で
、
本
来
は
格
上
の
「
馬
廻
席
」「
大
小
姓
席
」
の
も
の
も
混
在
し
て
い
た
。
ま
た
「
相
之
間

組
頭
」
は
相
之
間
身
分
の
中
か
ら
単
な
る
ま
と
め
役
と
し
て
選
任
さ
れ
た
も
の
で
、
御
目
見
身
分
で
あ

っ
て
、「
御
簾
役
」
と
共
に
御
供
頭
と
称
さ
れ
た
「
相
之
間
頭
」
と
は
身
分
が
異
な
る
の
で
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
。 
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６ 

          

持
人 

 
 
 

大
小
姓
組 

 
 
 
 
 
 
 

御
馬
廻
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

 
 
 

亀
甲
御
鑓 

 
 
 

大
小
姓
組 

 

御
番
方
組
頭 

 
 

御
馬
廻
組 

 
 
 
 
 
 
 

手
代
り 

 

壱
人 

 
 

大
小
姓
組 
 
 
 
 
 
 
 

御
馬
廻
組 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
注
）「
御
番
方
組
頭
」
は
「
松
之
間
詰
・
御
馬
廻
組
・
大
小
姓
組
」
等
と
基
本
的
に
同
格
で
、
彼
等
「
番

方
」
の
中
か
ら
ま
と
め
役
と
し
て
選
ば
れ
た
者
で
あ
る
。
従
っ
て
重
臣
の
一
員
と
し
て
「
銀
馬
代
」
に

属
す
る
「
御
番
頭
」
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
こ
れ
も
混
同
し
や
す
い
の
で
注
意
の
こ
と
。 

     

７ 

           
 
 

同 
 
 

持
人 

 

御
供
方 

 
 

御
近
習
取
次 

御
口
付 

 
 

御
簾
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

御
召
乗 

 
 
 

同 
 

御
長
刀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
近
習
取
次 

 
 
 
 
 
 
 

手
代
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
召
乗 

 
 
 

同 
 
 

 

壱
人 

相
之
間
頭 

御
近
習
取
次 

御
口
付 

 
 

御
簾
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（
注
）
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
同
」
は
前
頁
の
「
御
馬
廻
組
」
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
先
に
説
明
し
た
「
相

之
間
頭
」
や
「
御
簾
役
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。「
御
近
習
取
次
」
は
「
御
目
付
・
御
勘
定
奉
行
・
御
書
院

詰
・
御
徒
頭
」
と
同
格
で
、「
馬
廻
組
」
が
番
頭
支
配
で
あ
る
の
に
対
し
格
上
の
家
老
支
配
と
な
る
。 

 
「
御
召
乗
」
は
替
馬
の
こ
と
か
。 
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８ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

御
側 

同 

同 
 

御
供
方 

同 
増
兵
士 

同 

 
 
 
 
 

御
馬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

御
床
几 

 
 
 

御
側 

同 

同 
 

御
供
方 

同 

増
兵
士 
同 

 
 
 
 
 
 

（
「
灯
」
脱
カ
） 

 
 
 
 

此
御
丸
提
御
草
り
役
持
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（
注
）「
御
馬
」
は
藩
主
保
申
で
あ
っ
て
、
緊
急
時
に
即
応
態
勢
が
と
れ
る
騎
乗
で
の
行
列
で
あ
る
。
増
兵

士
は
恐
ら
く
新
式
銃
を
所
持
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

      

９ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

持
人 

 
 

 
 
 
 

御
草
履
役 

 

御
飼
桶
持 

壱
人 

 

御
持
鑓 

壱
人 

  
 

両
人
之
内
持
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
長
柄
傘 

御
草
履
役
持
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

持
人 

 
 
 
 

御
草
履
役 

 

御
沓
籠
持 

 

壱
人 

 

御
持
鑓 

壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
厩
小
頭
壱
人 

  

（
注
）「
両
人
之
内
持
之
」
は
、
御
草
り
役
の
う
ち
一
名
が
前
頁
の
床
几
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。「
飼
桶
」「
沓
籠
」
は
乗
馬
用
で
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
も
「
蹄
鉄
」
で
は
な
く
「
馬
沓
（
草
鞋
）」

が
使
わ
れ
て
い
た
。 
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１
０ 

           
 
 

御
挟
箱
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

才
領
同
心 

壱
人 

 
 
 
 
 

壱
人 

 
 
 
 
 
 

手
代
一
人 

 

御
蓑
箱
持 

 
 

御
茶
・
弁
當
持 

壱
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

壱
人 

 
 
 

 
 
 
 

手
代
り 

壱
人 

 
 
 

御
挟
箱
持 

 
 
 
 

手
代
り 

 
 
 
 
 
 

壱
人 

 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

  

（
注
）「
御
蓑
箱
」
は
雨
具
を
収
納
し
た
箱
。
御
茶
弁
当
持
参
で
の
行
列
で
あ
る
。 

       

１
１ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

御
書
札
改
役 

 
 

才
領
同
心
一
人 

 
 
 

坊
主
弐
人 

 

御
水
桶
持 

 

御
祐
筆 

 
 
 

御
用
挟
箱
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
人 

 
 
 
 
 

草
り
取 

 
 
 
 
 
 
 
 

壱
人 

    

（
注
）「
坊
主
」
は
「
小
給
人
・
代
官
手
代
・
女
中
・
中
間
」
等
と
共
に
席
外
と
し
て
分
限
帳
下
に
位
置
付

け
ら
れ
た
者
で
、
一
代
限
り
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
一
般
的
に
継
承
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。 

 
 

な
お
民
衆
出
身
の
「
代
官
手
代
」
は
席
外
身
分
で
あ
っ
た
が
、
分
限
帳
上
の
大
小
姓
並
か
ら
、
分
限 

帳
中
の
御
徒
士
並
（
幕
末
の
大
庄
屋
は
御
徒
士
並
）
に
至
る
ま
で
種
々
で
あ
っ
た
。 
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１
２ 

          
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

若
党
鑓 

 
 
 
 
 
 

長
刀 

 
 

（
外
科
） 

 

長
刀 

 
 

口
付 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

本
道 

 
 
 
 
 
 
 

外
料 

 
 
 

御
用
人
壱
騎 

草
り
取 

 

御
醫
師 
草
り
取 

 

御
醫
師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

口
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
り
取 

 
 
 
 
 
 
 

若
党
挟
箱 

 
 
 
 
 

薬
箱 

 
 
 
 
 
 

薬
箱 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（
注
）「
御
用
人
」
は
分
限
帳
上
の
な
か
で
約
五
十
名
程
度
し
か
い
な
い
重
臣
（
銀
馬
代
）
の
一
人
で
あ
る
。 

 
 

「
本
道
御
医
師
」
は
内
科
を
主
と
す
る
総
合
医
者
で
、
通
常
「
外
科
御
医
師
」
よ
り
上
席
で
あ
っ
た
が
、

何
れ
も
御
目
見
格
で
あ
る
。
な
お
原
文
で
は
「
外
料
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
「
真
華
院
道
中
記
」
と
同

様
の
理
由
で
（
外
科
）
と
記
し
た
。
医
師
も
武
士
身
分
で
あ
り
「
長
刀
」
を
所
持
し
た
ら
し
い
。 

 
 

    

１
３ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
人
目
付 

  
 

御
徒
目
付 

 

同
勢 

 
 
 
 
 
 
 

此
間
拾
間
明 

 

小
人
目
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

草
り
取 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

御
用
同
心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

（
注
）
目
付
系
統
は 

大
目
付―

御
目
付―

御
徒
目
付
組
頭―

御
徒
目
付―

小
人
目
付 

と
な
っ
て
お
り
、

藩
士
の
格
付
け
に
応
じ
て
監
察
業
務
を
行
っ
て
い
た
。
右
ラ
イ
ン
の
「
御
徒
目
付
組
頭
」
以
上
が
分
限

帳
上
に
位
置
付
け
ら
れ
た
御
目
見
格
で
、「
御
徒
目
付
」
は
分
限
帳
中
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
大
目
付
・

目
付
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
「
小
人
目
付
」
は
分
限
帳
下
の
席
外
（
小
給
人
・
代
官
手
代
・
坊
主
）
格

で
、
概
ね
三
両
二
分
二
人
扶
持
程
度
の
御
手
当
で
あ
っ
た
。 

 
 

な
お
「
此
間
拾
間
明
」
と
は
、
行
列
が
あ
ま
り
長
い
と
市
中
の
交
通
が
滞
る
の
で
、
行
列
の
中
間
付

近
で
十
間
程
度
（
約
２
０
ｍ
）
の
間
隔
を
開
け
、
こ
の
間
の
横
切
通
行
を
認
め
た
も
の
。
そ
の
た
め

民
衆
を
対
象
と
す
る
小
人
目
付
が
通
行
を
整
理
し
た
。 
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１
４ 

           
 
 
 
 
 

若
黨
鑓 

 
 
 
 
 

徒 
 
 
 
 
 
 

若
黨 

 
 

口
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 
 
 
 

大
目
附
壱
騎 

 
 
 
 
 
 

御
番
頭
壱
騎 

 
 

口
付 

 
 
 
 
 

草
り
取 

 
 
 

口
付 

 
 
 
 
 
 

小
人
目
付 

 
 
 
 

徒 
 
 
 
 
 
 

若
黨 

   

（
注
）「
大
目
附
」
は
「
独
礼
格
」
で
あ
る
が
、「
御
番
頭
」
は
格
上
の
「
銀
馬
代
格
」
で
あ
り
、
従
者
が
次

頁
に
ま
で
続
い
て
い
る
。 

      

１
５ 

           
 

鑓 
 
 

徒 
 
 
 

侍 

同
鑓 

 
 
 

徒 
 
 
 

中
小
姓 

同 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 
 

草
り
取 

 
 
 

御
年
寄
一
騎 

 
 
 

 

徒 
 
 

御
家
老
一
騎 

 
 
 
 
 
 
 
 

口
付 

 
 
 
 
 

草
り
取 

 
 
 
 
 

口
付 

 
 

挟
箱 

 

徒 
 
 
 

侍 

挟
箱 

 
 
 

徒 
 
 
 

中
小
姓 

同 

   

（
注
）
さ
ら
に
上
席
の
「
御
年
寄
」
や
「
家
老
」
ま
で
（
当
然
銀
馬
代
格
）
も
が
、
行
列
に
参
加
す
る
と
い

う
大
仰
な
仕
立
て
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
騒
乱
中
の
京
都
に
於
い
て
譜
代
大
藩
と
し
て
の
武
威
を
示
す

意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
郡
山
藩
は
、
既
に
吉
里
期
か
ら
京
都
火
消
役
と
し
て
、
特
別
に
壬
生
京
都

屋
敷
を
構
え
て
い
た
が
、
こ
の
頃
に
二
条
城
近
く
の
京
都
屋
敷
を
拝
領
し
て
お
り
、
藩
邸
機
能
の
か
な

り
の
部
分
を
移
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
）。 
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１
６ 

           
 

鑓 
 
 
 

長
柄
傘 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沓
籠 

用
達 

押 
 
 
 

鑑
札
改
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

草
り
取 

 
 
 
 
 
 
 

草
り
取 

 

挟
箱 

 
 

草
り
取 

           

１
７ 

           
 
 

才
領
同
心
壱
人 

 
 
 

鑑
札
入 両

掛
一
荷
持 

 
 

御
中
間
頭 

 
 
 

蝋
燭
櫃
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
人 

 
 
 
 

 

草
り
取 

 
 
 
 
 
 
 

弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

御
中
間
小
頭
一
人 

   

（
注
）
蝋
燭
「
櫃
」
の
原
文
字
は
「
柩
」
に
近
い
が
、「
櫃
」
の
崩
字
と
看
做
し
た
。 
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１
８ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
人
目
付 

  
 
 

同
心
壱
人 

 

蝋
燭
方 

 
 

御
徒
目
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

草
り
取 

 
 
 

草
り
取 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
人
目
付 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
完
） 

 

 


